
 

                                   

 
 
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第４項及び第５項の規定に基づき監査

をし，同条第９項の規定により，次のとおり監査の結果に関する報告を決定したので公表

する。 
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             随時監査の結果に関する報告 

 

１ 実施方針 

県の事務事業の執行に関する課題，予備監査等によって把握した課題及び県民が特に関心を持って 

いる事業や，社会的に大きな課題になっている事項について必要に応じ随時に監査を実施する。 

 

２ 監査の対象機関及び監査実施日  

所管部局 監査対象機関名 監査実施日 

土木部 都市局下水道課 令和２年３月２３日 

土木部 流域下水道事務所 令和２年３月２３日 

 

３ 監査結果の取扱基準 

事務事業の執行に著しく適正を欠き，是正又は改善を求める必要があると認められる事項については

指摘事項とし，指摘には該当しないが，的確な事務の執行等を促す必要があると認められる事項につい

ては，注意事項とする。 

 

４ 監査の結果 

下表の機関において指摘事項が認められた。 

その他の機関においては，指摘及び注意に該当する事項は認められなかった。 

 

（１）指摘事項 

所管部局・監査対象機関名 監査の結果 

土木部 流域下水道事務所 固定資産について，定期的な実地照合を行わなかったこ

と，さらに除却した固定資産の一部を貸借対照表から除外

せず誤った決算の整理をしていたことは適切でない。 

 

 


